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１０
月
１
日
貉
か
ら
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受

信
料
の
免
除
基
準
が
変
更
に
な
り
ま
す
。 

　
新
た
に
対
象
と
な
る
方
、
ま
た
は
、

内
容
の
変
更
と
な
る
方
は
、
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。 

申
請
に
必
要
な
も
の
　
お
持
ち
の
障
害

者
手
帳
、
印
鑑
 

問
合
せ
先
 

　
い
き
い
き
広
場
内
地
域
福
祉
グ
ル
ー

プ
 

　
蕁
５２‐9
8
7
１
 

                                 

    　
６５
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
方
で
、
障
が

い
者
認
定
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
方
は
、
後

期
高
齢
者
医
療
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。 

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な

る
と
、
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
助
成

制
度
【
医
療
費
の
補
助
】
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
後
期
高
齢
者
医
療

の
保
険
料
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
、
自
分
で
判
断
し
て
後
期
高
齢
者
医

療
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

　
こ
の
場
合
、
市
役
所
へ
必
ず
脱
退
の

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
た
だ
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
か
ら
脱

退
す
る
と
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
の

助
成
お
よ
び
障
が
い
者
医
療
費
の
助
成

を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

問
合
せ
先
 

　
市
役
所
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２‐１
１
１
１
（
内
線
２２７
、
２１７
） 

               　
9
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
保
険
証

は
、
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
か
。 

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
皆

さ
ん
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
と

国
民
健
康
保
険
退
職
被
保
険
者
証
は
、

8
月
中
旬
に
世
帯
主
あ
て
に
配
達
記
録

郵
便
で
送
り
ま
し
た
。 

　
配
達
時
に
不
在
の
た
め
、
新
し
い
保

険
証
の
受
け
取
り
が
で
き
な
い
場
合
、

8
月
３１
日
ま
で
は
郵
便
局
で
一
時
保
管

さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
9
月
１
日
以
降
は
、
市
役
所
に
返
送

さ
れ
ま
す
の
で
、
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

ま
で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。 

問
合
せ
先
 

　
市
役
所
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２‐１
１
１
１
（
内
線
２１６
、
２６１
） 

 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の 

免
除
基
準
が 

変
更
に
な
り
ま
す 

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
へ 

一
定
障
が
い
の
あ
る 

６５
歳
以
上
の
方
へ 

新
し
い
国
民
健
康
保
険
証
は 

届
き
ま
し
た
か 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

・身体障がい者の方がいる世帯で、かつ、生活保
護を受けている世帯に準ずる場合 

・重度の知的障がい者のいる世帯で、市民税非課
税世帯の場合 

変更前（9月30日まで） 

全 額 免除  

障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神保健
福祉手帳）をお持ちの方がいる世帯で、世帯全員の
方が市民税非課税の場合 

全額免除 

対象者など 内容 

変更後（10月1日から） 
対象者など 内容 

・世帯主が契約者で、視覚障がいまたは聴覚障が
いの身体障害者手帳をお持ちの場合 

・世帯主が契約者で、重度（1, 2級）の肢体不自
由の身体障害者手帳をお持ちの場合 

・世帯主が契約者で、視覚障がいまたは聴覚障がい
の身体障害者手帳をお持ちの場合 

・世帯主が契約者で、重度（1, 2級）の身体障害
者手帳をお持ちの場合 

・世帯主が契約者で、重度（Ａ判定）の療育手帳を
お持ちの場合 

・世帯主が契約者で、重度（1級）の精神保健福祉
手帳をお持ちの場合 

半 額 免 除  
半額免除  


